
 

 

大和市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

大和市個人情報保護条例（平成１５年大和市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第７号中「第２項」の次に「（これらの規定を番号法第２６条において準用する

場合を含む。以下同じ。）」を加える。 

第１４条第２項中「保有個人情報」の次に「（保有特定個人情報を除く。）」を加える。 

第３８条中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条第８号に

規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。 

第３９条第１項第１号中「第２８条」を「第２９条」に改める。 

第４７条第１号中「第２７条第１項」を「第２８条第１項」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


